
八代地域ＮＰＯバス 会費 

（磯辺線「ますがた」の運送の対価の額） 
 

 

特定非営利活動法人八代地域活性化協議会 

平成３０年１０月１日改定 

 

 

１ 特定非営利活動法人八代地域活性化協議会の会費の額 

 

⑴ 正会員会費 年額５，０００円 

 

⑵ 賛助会員会費 一口５，０００円 

 

２ バスを利用する者の負担額 

 

⑴ 磯辺、角間、小滝、国見、胡桃及び針木に住所を有する者 

 年額３０，０００円 

 

⑵ 吉滝に住所を有する者 年額２５，０００円 

 

⑶ 上記⑴及び⑵以外に住所を有する者 年額１５，０００円 


